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「岐阜県災害ボランティア連絡調整会議」設置訓練の開催について 

 

 県では、将来発生が予想されている、南海トラフ地震などの大規模地震により大きな被害が

発生した場合に備え、災害時に速やかに災害ボランティアの受入体制を整えることができるよ

う、下記のとおり「岐阜県災害ボランティア連絡調整会議」（※）の設置訓練を実施します。 

なお、本訓練は県総合防災訓練と連携して実施します。 

 

記 

 

１ 日  時  令和５年８月１９日（土） １０：００～１１：３０（予定） 

 

２ 場  所  岐阜県庁３階 ３０１・３０２会議室 

        （岐阜市薮田南２丁目１－１） 

        ※一部団体は、オンライン（Ｚｏｏｍ）で参加 

 

３ 訓練の目的 

県総合防災訓練の被害情報をもとに、参加団体は対応可能な支援の内容について検討し、

災害ボランティア連絡調整会議の全体会議で報告することにより、災害時において構成団

体が支援できる内容の再確認や情報共有の重要性を認識する。 

 

  （※）岐阜県災害ボランティア連絡調整会議 

     災害ボランティアが最大限の力を発揮できるよう総合的な調整を行う会議。 

行政、社協、ＮＰＯ・災害ボランティア団体等が「連携・協働」して運営。 

 

４ 参加予定団体（計 18団体、順不同） 

清流の国ぎふ防災・減災センター、（福）岐阜県社会福祉協議会、（特非）ぎふＮＰＯセン

ター、岐阜県農業協同組合中央会、清流の国ぎふ女性防災士会、日本赤十字社岐阜県支部、

（公財）岐阜県国際交流センター、全岐阜県生活協同組合連合会、日本防災士会岐阜県支

部、（福）岐阜県共同募金会、日本労働組合総連合会（連合） 岐阜県連合会、（福）海津

市社会福祉協議会、（特非）全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（ＪＶＯＡＤ）、

（特非）岐阜県青年のつどい協議会、（特非）Ｖネット、全建総連岐阜建設労働組合県本部、

海津市、岐阜県（地域福祉課、防災課、県民生活課、廃棄物対策課、農政課） 
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５ 訓練概要 

  ◆発災２日目を想定した訓練 

   ①「岐阜県災害ボランティア連絡調整会議」の設置（１０：００～１０：０５） 

    ・県災害対策本部が設置され、海津市などで災害ボランティアセンターが設置される

こととなった旨の連絡を受けて、県が岐阜県災害ボランティア連絡調整会議を設置 

    【災害ボランティア連絡調整会議の設置基準】 

     県災害対策本部が設置され、次のいずれかの事案が発生した場合に設置 

     ○県内の災害発生時に市町村社会福祉協議会が中心となって設置する災害ボランテ

ィアセンターが設置されることとなった場合、または県社会福祉協議会が岐阜県

社協災害救援本部を設置した場合 

     ○知事が特に必要と認めた場合 

 

②岐阜県災害ボランティア支援協議会の開催（１０：０５～１０：１５） 

    ・岐阜県災害ボランティア連絡調整会議の設置を受け、岐阜県災害ボランティア支援

協議会を開催し、全体会議の運営について協議 

 

 

  ◆発災３日目を想定した訓練 

   ③全体会議（１回目）の開催（１０：２０～１０：３５） 

    ・全体会議を開催し、構成団体等と県内の被害情報等の情報共有や、災害ボランティ

アの受入方針、感染症対策の確認を実施 

 

  ◆発災４日目を想定した訓練 

   ④全体会議（２回目）の開催（１０：３５～１１：２０） 

    ・全体会議を開催し、県内の災害ボランティアセンターの開設状況や、参加団体によ

る被災者のニーズへの対応等の報告を実施 

    ・専門部会の開催 

     ○技術ボランティア専門部会 

     ○避難所及び在宅避難者支援ボランティア専門部会 

・専門部会の内容の報告 

 

  ◆総括 

   ⑤振り返り（１１：２０～１１：３０） 

 

６ その他 

  訓練当日、大規模災害が発生した、又は発生するおそれのある場合や、県内の気象状況、

その他危機管理事案等により訓練を中止することがあります。 

 


